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ＪＡＳ法に基づく指示・公表の指針の運用改善について 

 

 

平成２２年１０月２９日 

消 費 者 庁 

 

 

ＪＡＳ法に基づく食品表示違反への対応については、消費者目線

に立った的確な運用が行われることが重要と考えております。 

 

このため、消費者庁は、「指示・公表」でなく「指導」にとどめ

る条件として、従来の表示の是正に加えて、事実と異なる表示があ

った旨を、事業者が速やかに消費者へ情報提供することを求めるこ

ととしました（末松副大臣記者会見等で発言済み）。 

 

また、同様の運用を行うことについて、ＪＡＳ法を共管する農林

水産省へ要請してきました。 

 

本日、農林水産省とともに、都道府県あてにも同様の運用をお願

いする別紙通知を発出しましたので、お知らせします。                                                                                              

 

 

 

問い合わせ先 

消費者庁食品表示課  平中、望月 

ＴＥＬ：０３－３５０７－９２２２ 
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平成２２年１０月２９日

都道府県知事 殿

消 費 者 庁 次 長

農林水産省消費・安全局長

ＪＡＳ法に基づく指示・公表の指針の運用改善について

日頃から、食品表示の適正化の推進に御尽力いただき感謝します。

国においては、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第１９条の

１３第１項及び第２項の規定に基づいて定められた飲食料品の品質表示基準の違反に

係る同法第１９条の１４の指示及び指導並びに公表の指針」（平成２１年１月２９日農

林水産省食品の信頼確保・向上対策推進本部決定。以下「指針」という。）について、下

記のとおり運用改善を講ずることとしました。

各都道府県におかれましても、都道府県域業者に対する指示・指導・公表について

は、本改善に沿った運用が行われますようお願いします。

以上、都道府県の自治事務への技術的助言として通知します。

なお、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和２５年法律第１

７５号。以下「ＪＡＳ法」という。）に基づく都道府県知事の自治事務について、地

方自治法第２５２条の１７の２第１項に規定する事務処理特例条例により、市町村が

処理することとしている場合には、この旨を当該市町村に通知していただくようお願

いします。

記

１ 国においては、ＪＡＳ法第１９条の１４第１項の規定に基づく指示等について、



指針に従い行っているところです。

ＪＡＳ法に基づく指示等については、全国的統一的な運用を行う観点から、各都

道府県におかれても、指針に沿った運用を行われますよう、「ＪＡＳ法に基づく指

示・公表の指針の決定について」（平成２１年１月２９日付け２０消安第１０９５０号

農林水産省消費・安全局長通知）を、都道府県の自治事務への技術的助言として通知

したところであります。

２ 指針の中では、指導を行う場合について「品質表示基準違反が常習性がなく過失

による一時的なものであることが明らかであり、かつ、違反事業者が直ちに改善方

策を講じている場合は、表示事項を表示するよう、又は遵守事項を遵守するよう指

導する。」としています。

他方、常習性がなく過失による一時的なものであることが明らかである等の場合

であったとしても、食品表示が商品選択の拠りどころであることを考えれば、事実

と異なる表示に基づいて購入した相手に対して、表示が誤りであったことを、違反

事業者自ら伝えることは、表示の適正化を図る観点から重要であります。

３ ついては、指針に規定されている指導の要件の一つである「直ちに改善方策を講

じている場合」の「改善方策」について、「表示の是正（表示の修正・商品の撤去）

を行っている」ことに加えて「事実と異なる表示があった旨を、社告、ｗｅｂサイ

トの掲示、店舗等内の告知等の方法を的確に選択し、速やかに情報提供している」

こととして解釈・運用することとしました。

この運用改善については、平成２３年１月１日から施行することとしました。



（参考）

「指示・公表の指針の運用改善」のポイント

平成２２年１０月２９日

１ ＪＡＳ法に基づく表示違反については、

○ 「指示・公表」を基本として、

○ 常習性がなく過失による一時的なものであり、か

つ、直ちに改善方策を講じている場合は「指導」。

２ この「指導」の取扱いのうち「直ちに改善方策を講

じている場合」の「改善方策」について、平成２３年

１月１日から次のとおり運用。

表示の是正（表示の修正・商品の撤去）を行って

いること

<新たに必要> ＋

事実と異なる表示があった旨を、社告、ｗｅｂサ

イトの掲示、店舗等内の告知等の方法を的確に選

択し、速やかに情報提供していること

お問い合わせ先

消 費 者 庁 食 品 表 示 課 担当者：平中、望月

直通03-3507-9222

農林水産省表示・規格課 担当者：三上

直通03-6744-2100
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